
証券コード 1846
平成27年６月11日

株 主 各 位
茨城県日立市城南町一丁目11番31号

鈴縫工業株式会社
代表取締役社長 鈴 木 一 良

第68回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第68回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますの

で、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行

使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年６月25日（木曜日）午後５

時までに到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

記
　

1. 日 時 平成27年６月26日（金曜日）午前10時

2. 場 所 茨城県日立市旭町二丁目６番13号

ホテル天地閣 ２階「はまゆう」の間

3. 目的事項

報 告 事 項　1. 第68期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報

告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査

役会の連結計算書類監査結果報告の件

　2. 第68期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計算書

類の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役５名選任の件

第３号議案 役員賞与支給の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願

い申しあげます。

　なお、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インター

ネット上の当社ウェブサイト（http://www.suzunui.co.jp）に掲載させていただきます。
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〔添 付 書 類〕

事 業 報 告

(平成26年４月１日から平成27年３月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度における我が国経済は、政府の経済対策や日本銀行による金融緩

和政策を背景に円安株高が進み、輸出産業を中心とした企業収益改善や設備投資の

持ち直しがみられ、消費税増税後のＧＤＰの落ち込みから徐々に回復を見せ始め、

景気は緩やかな回復基調で推移しました。一方、中国をはじめとする新興国の経済

動向や海外政情不安による影響など、先行きは依然として不透明な状況が続いてい

ます。

当社グループを取り巻く建設業界におきましては、東日本大震災復興関連事業や

国土強靭化政策案件などの公共建設投資並びに福祉・医療関連や工場建設等の民間

建設投資も引き続き堅調に推移しました。一方、技能労働者不足による労務費の上

昇や熟練技能労働者不足により、厳しい経営環境となりました。

このような状況の下、当社グループは企業価値の向上を目指し、安定した収益基

盤を確立するため、①お客様の信頼に応える「アフターメンテナンス体制」の強化、

②安全管理体制の強化、③他社との連携による不動産開発事業の推進、④個人客拡

大のためリフォーム事業の強化、⑤協力会社との連携強化、に取り組みました。

これらの活動の結果、当連結会計年度の受注高は前年同期比５０．４％増の１８

９億５百万円となりましたが、売上高は、期中受注工事の施工が翌期に集中するこ

となどにより前年同期比０．９％減の１４３億９６百万円となりました。

利益面につきましては、営業利益は工事利益率の改善や太陽光発電の通年稼働等

により前年同期比１２．４％増の８億７５百万円、経常利益は前年同期比１０．３

％増の８億６３百万円、当期純利益は減損損失の大幅減少により前年同期比４０．

７％増の４億６７百万円を計上することができました。

― 2 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2015年05月27日 19時32分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



事業の種類別セグメント売上高

(単位 千円)

期 別

セグメント

前連結会計年度

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当連結会計年度

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

対前期比
増 減 額

対前期比
増 減 率

建 設 事 業 13,848,708 13,567,151 △281,557 △2.0％

不 動 産 事 業 416,443 364,871 △51,572 △12.4％

ホ テ ル 事 業 91,587 95,906 4,319 4.7％

介 護 事 業 79,302 133,965 54,663 68.9％

太 陽 光 事 業 84,864 234,796 149,932 176.7％

合 計 14,520,906 14,396,692 △124,214 △0.9％

(2) 設備投資等の状況

当連結会計年度中における設備投資の総額は63百万円で、その主なものは汎用コ

ンピュータの新機種導入に伴うリース資産の取得費（14百万円）、子会社の株式会社

ナガクラによるホテル事業における施設改修工事費（39百万円）等であります。

(3) 資金調達の状況

当社グループは、金融機関２行と極度額総額1,140百万円の当座貸越契約を締結し

ており、当期末における当該契約に基づく借入実行残高はありません。また、金融

機関４行と総額1,000百万円の協調融資枠設定契約（シンジケート方式によるコミッ

トメントライン）を締結しております。当該貸出コミットメント契約は、㈱常陽銀

行600百万円、㈱東邦銀行200百万円、㈱三菱東京UFJ銀行100百万円、㈱筑波銀行100

百万円の個別融資枠設定契約（コミットメントライン）であり、当連結会計年度末

における当該契約に基づく借入実行残高は1,000百万円であります。

(4) 財産および損益の状況の推移

① 企業集団の営業成績および財産の状況の推移

(単位 千円)

区 分
第 65 期

(平成24年３月期)
第 66 期

(平成25年３月期)
第 67 期

(平成26年３月期)

第 68 期
(当連結会計年度)
(平成27年３月期)

受 注 高 13,121,098 12,892,105 12,568,029 18,905,358

売 上 高 13,418,119 15,493,563 14,520,906 14,396,692

経 常 利 益 736,591 627,023 783,085 863,843

当 期 純 利 益 330,640 340,692 332,151 467,355

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

31円66銭 32円63銭 31円81銭 44円77銭

総 資 産 10,154,546 11,760,310 12,444,156 13,801,513

(注) １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数により算出しております。
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② 当社の営業成績および財産の状況の推移

(単位 千円)

区 分
第 65 期

(平成24年３月期)
第 66 期

(平成25年３月期)
第 67 期

(平成26年３月期)
第 68 期(当期)
(平成27年３月期)

受 注 高 12,367,796 12,215,805 11,376,983 17,821,622

売 上 高 11,730,082 13,391,310 12,401,283 12,162,123

経 常 利 益 581,655 463,029 602,476 673,888

当 期 純 利 益 213,484 279,279 286,851 415,801

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

20円44銭 26円75銭 27円48銭 39円83銭

総 資 産 7,974,488 9,405,896 9,774,481 11,034,247

(注) １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数により算出しております。

(5) 対処すべき課題

今後の我が国経済の見通しにつきましては、各種政策の効果、企業の収益力や雇

用・所得環境の改善を背景に、緩やかな景気の回復基調が続くことが期待されます。

しかし、海外経済の下振れリスク等、先行の不透明感は完全に払拭されないまま推

移するものと思われます。

建設業界におきましては、公共建設投資の堅調な推移と、民間建設投資が緩やか

に持ち直すことが期待されるものの、技術者・建設労働者の不足、労務費・資材価

格等の建設コストの上昇などの不安要素もあり、引き続き厳しい状況が続くものと

思われます。

このような状況を踏まえ、当社グループは顧客のニーズと信頼に応えられる施工

体制の充実、社会インフラの維持・修繕工事や生産設備、医療・福祉関連施設等の

受注に対する提案力の強化、不動産開発事業の推進等の施策を継続的に実施してい

くことにより、当社の次年度目標としての売上高１５７億８千万円、営業利益６億

３５百万円、経常利益６億４千万円、当期純利益４億円を見込んでいます。

また、コンプライアンスとリスク管理の徹底を図り財務報告に係る内部統制の体

制を有効にかつ的確に運用することによって、企業の信頼性の向上にも積極的に取

り組んでまいります。

併せて、「コーポレートガバナンス」については、コーポレートガバナンス・コー

ドへの適切な対応を図り継続的な向上策に取り組みます。特に、独立社外取締役の

有効な活用につきましては、監査等委員会設置会社を念頭に平成27年度中に確定さ

せる予定にしています。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますよう、

心からお願い申しあげる次第でございます。

― 4 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2015年05月27日 19時32分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



(6) 重要な親会社および子会社の状況
① 親会社との関係

該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主要な事業内容 摘要

千円 ％

日 立 ア ス コ ン 株 式 会 社 20,000 100.00
アスファルト合材の製造およ
び販売

株 式 会 社 ス イ シ ン 32,100 97.90 介護事業

株 式 会 社 渋 谷 中 央 ビ ル 50,000 55.00 貸室業

株 式 会 社 建 久 10,000 40.00
土木、建築、造園、舗装工事
の施工

注

株 式 会 社 ナ ガ ク ラ 10,000 25.00
セメントおよびセメント製品
の販売、ホテル事業

注

(注) 当社の議決権比率は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社に該当い
たします。

　
(7) 主要な事業内容

事業の種類別
セグメントの名称

主要な事業内容

建 設 事 業
土木、建築工事の請負、企画、設計、監理、施工およびコンサ
ルティング業務

不 動 産 事 業 不動産売買、仲介、賃貸借および管理

ホ テ ル 事 業 宿泊施設の運営

介 護 事 業 介護施設の運営

太 陽 光 事 業 太陽光発電の管理・運営および電気の供給、販売

　
(8) 主要な事業所
① 当 社

名 称 所 在 地

本 社 日立市城南町１丁目11番31号

つ く ば 支 店 茨城県つくば市

東 京 支 店 東京都渋谷区

水 戸 営 業 所 茨城県水戸市

日 立 営 業 所 茨城県日立市

神 栖 営 業 所 茨城県神栖市

県 西 営 業 所 茨城県結城郡
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② 子会社

名 称 所 在 地

日 立 ア ス コ ン 株 式 会 社 茨城県北茨城市

株 式 会 社 ナ ガ ク ラ 茨城県日立市

株 式 会 社 建 久 茨城県日立市

株 式 会 社 渋 谷 中 央 ビ ル 東京都渋谷区

株 式 会 社 ス イ シ ン 茨城県日立市

(9) 従業員の状況

① 企業集団の従業員数

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 前期末比増減（名）

建 設 事 業 184 （減）8

不 動 産 事 業 5 0

ホ テ ル 事 業 3 0

介 護 事 業 17 （増）2

太 陽 光 事 業 1 （増）1

全 社 (共 通) 23 （増）4

合 計 233 （減）1

② 当社の従業員数

区 分 従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

名 名 才 年

男 子 170 （減）3 47.9 20.7

女 子 18 （増）1 37.8 10.1

合 計
ま た は 平 均

188 （減）2 46.9 19.6

(10) 主要な借入先

借 入 先 借 入 額

百万円

株 式 会 社 常 陽 銀 行 1,644

株 式 会 社 東 邦 銀 行 217

株 式 会 社 筑 波 銀 行 133

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 100

― 6 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2015年05月27日 19時32分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



2. 会社の株式に関する事項

　(1) 発行可能株式総数 40,000,000株

　(2) 発行済株式の総数 10,596,509株

(自己株式158,841株を含む)

　(3) 株 主 数 1,032名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％

鈴 木 光 夫 904 8.7

鈴 縫 工 業 共 栄 会 858 8.2

鈴 木 一 良 577 5.5

鈴 木 と し い 560 5.4

鈴 木 正 三 506 4.8

株 式 会 社 常 陽 銀 行 498 4.8

鈴 木 永 子 434 4.2

有 限 会 社 城 南 ビ ル 358 3.4

鈴 縫 工 業 従 業 員 持 株 会 311 3.0

鈴 木 さ き 273 2.6

(注) 1. 持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2. 持株比率は自己株式（158,841株）を控除して計算しております。
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3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等

氏 名 地 位 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

鈴 木 一 良
代表取締役社長
兼代表執行役員

最高経営責任者
株式会社スイシン代表取締役社長

鈴 木 正 三
代 表 取 締 役
専 務 取 締 役
兼専務執行役員

営業本部長
株式会社ナガクラ代表取締役社長

薄 井 利 晴
取 締 役
兼 執 行 役 員

管理本部長

高 槌 勝 利
取 締 役
兼 執 行 役 員

営業副本部長

佐 藤 眞 一
取 締 役
兼 執 行 役 員

建設本部長兼建築部長

横須賀 雄 取 締 役
株式会社建久代表取締役社長
日立アスコン株式会社専務取締役

古 川 和 夫 常 勤 監 査 役

大曽根 克 彦 監 査 役 文筆業

大 川 清 監 査 役 公認会計士（大川会計事務所代表）

(注) 1. 監査役大曽根克彦氏および大川清氏は社外監査役であります。なお、大曽根克彦氏は東京
証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であり
ます。

2. 監査役大川清氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の
知見を有するものであります。

3. 当社は平成15年４月より、執行役員制度を導入しております。当期末における執行役員は
上表５名の兼務取締役のほか、次のとおりであります。

氏 名 地 位 担 当

鈴 木 孝 一 執 行 役 員 不動産部長

村 田 英 雄 執 行 役 員 安全部長

吉 田 千 里 執 行 役 員 総務部長

佐 川 隆 則 執 行 役 員 建設副本部長兼土木部長

山 縣 英 之 執 行 役 員 営業副本部長兼営業部長
　

(注) 1. 当期中の執行役員の異動は次のとおりであります。
・平成26年４月１日付で、山縣英之氏が新たに執行役員に選任されました。
・高槌勝利氏および井上裕氏は平成27年３月31日をもって執行役員を退任いたしました。

(注) 2. 平成27年４月１日付で、樫村秀樹氏、鈴木良亮氏及び鈴木達二氏の３氏が新たに執行役員
に選任されました。
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(2) 社外監査役に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係

監査役大川清氏は大川会計事務所代表であり、大川会計事務所と当社の間に

は、取引その他特別な関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

監 査 役 大曽根 克 彦

当事業年度に開催した16回（定時12回、臨時4回）の取
締役会のうち合計14回出席し、社外監査役として報告事
項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応
じ社外の立場から意見を述べております。
また当事業年度に開催した12回の監査役会のうち合計11
回出席し、社外監査役として行った監査の報告をし、他
の監査役が行った監査について適宜質問をするととも
に、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。

監 査 役 大 川 清

当事業年度に開催した16回（定時12回、臨時4回）の取
締役会のうち合計13回出席し、社外監査役として報告事
項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応
じ社外の立場から意見を述べております。
また当事業年度に開催した12回の監査役会のうち合計10
回出席し、社外監査役として行った監査の報告をし、他
の監査役が行った監査について適宜質問をするととも
に、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。

　
③ 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外監査役は、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締

結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金240万円または法令の定め

る最低限度額とのいずれか高い額となります。

　
(3) 取締役および監査役の報酬等の額

取締役６名 70,674千円

監査役３名 11,800千円（うち社外監査役 2名 3,800千円）

(注) 上記報酬等の額には、役員退職慰労引当金の増加額のうち、当事業年度対応分1,600千円（監
査役分1,600千円（うち社外監査役800千円））が含まれております。

　
(4) 社外取締役を置くことが相当でない理由

当社は、社外取締役の選任に関し、当社が求める適格性（企業経営への理解、

建設業界に関する知見、独立性）を有する適任者が見つからず現時点では選定

及び選任に至っておりません。現状において当社が求める適格性を欠く社外取

締役を選任することは、経営判断の迅速性が損なわれ、当社経営に悪影響を与

える可能性があり、相当でないと判断しております。なお、改正会社法により、

新たな機関設計として監査等委員会設置会社が創設されたのに伴い、来年度か

ら、現行の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することにより、

社外取締役を確保する予定であります。
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4. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等

27,000千円

② 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

27,000千円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、①の当該事
業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社都合の場合の他、当該会計監査人が、会社法・公認会計士法等の法令に違

反・抵触した場合および公序良俗に反する行為があったと判断した場合、監査役

会は、その事実に基づき当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任

または不再任が妥当と判断した場合は、「会計監査人の解任または不再任」を株主

総会の付議議案とすることを取締役会へ請求し、取締役会はそれを審議いたしま

す。

(4) 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、会社法第423条第１項の

賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、

金3,600万円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額となります。

5. 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その

他業務の適正を確保するための体制

(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する

ための体制

コンプライアンス担当役員および担当部署（総務部）が中心となり、コンプラ

イアンス規程、企業行動規範に従い鈴縫工業グループ全体における企業倫理の遵

守および浸透を図る。また、内部通報制度を構築し、コンプライアンス相談窓口

を設置するなど、法令違反事案の早期発見・是正を図る。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役・使用人の職務執行に係る情報は、記録管理規程に従い、記録・保存し、

適切に管理する。また、取締役および監査役からの閲覧の要請があった場合は、

速やかに閲覧に供することとする。
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(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理規程および責任権限規程に基づき、予め取り決めた責任部署により、

それぞれの部門に関するリスク管理を行なう。各部門の長は、定期的にリスク管

理の状況を部門長会議および取締役会へ報告する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するため、毎月１回開催

する定例取締役会、必要に応じて適宜開催する臨時取締役会に加え、経営計画の

達成状況等を総合的に把握するために部門長会議を毎月１回開催し、必要な審議

を行なう。取締役会の決定に基づく業務執行は組織管理規程、責任権限規程に基

づく指揮者の下に行なう。

(5) 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

グループ会社における業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づき、

グループ全体を統合した経営を行なう体制を構築する。子会社の経営状態を把握

するため、グループ各社の業務を所管する経理部から四半期報告書を始め経営上

の重要な情報を定期的に取締役会へ報告する。また、コンプライアンス担当部署

は経理部と連携し、内部統制の実効性を高めるため、必要な指導・支援を実施す

る。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項

① 監査役より監査業務の補助者を求められた場合、取締役は、当該業務を補助

する使用人として適切な人材を配置する。

② 監査業務の補助者として指名された使用人は、専任とせず、監査役が必要と

する期間にのみ監査業務を補助する。この場合、当該使用人は業務に関して取

締役の指揮命令を受けないものとする。

(7) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に

関する体制

① 監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把

握するため部門長会議などに出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行

に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求

めることができる。

② 取締役および使用人は監査役会に対して、法定の事項に加え当社および当社

グループに重大な影響を及ぼす恐れのある事項、内部監査の実施状況を報告し

なければならない。
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(8) 反社会的勢力排除に向けた体制整備

当社は、企業行動規範において、暴力団対策法等の趣旨に則り、暴力団等反社

会的勢力・団体からの不当な要求に応じたり、あるいは利用するなどの反社会的

行為を行なわないことを、遵守事項として定めている。また、コンプライアンス

行動基準においても、特殊暴力行為への対応について定めている。更に、地域を

管轄する警察署等関係機関と緊密な連携を保つことや、講習会等へ積極的に参加

することにより、反社会的勢力に関する最新の情報収集を行ない、適切な対応を

行なえるよう努めている。また、不当要求に対する対応統括部署として、総務部

内に不当要求防止責任者を置いて対応するとともに、企業行動規範ならびにコン

プライアンス行動基準についての教育・研修を実施することで、反社会的勢力排

除に向けた体制の整備を行なっている。

(9) その他監査役会の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

監査役会は、代表取締役社長、会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換

を行なうこととする。

（参考）本事業報告中の記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

(平成27年３月31日現在)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

千円 千円

流 動 資 産

現 金 預 金

受取手形・完成工事未収入金等

販 売 用 不 動 産

未 成 工 事 支 出 金

不 動 産 事 業 支 出 金

貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 ・ 構 築 物

機械・運搬具・工具器具備品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権

借 地 権

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

8,542,155

4,221,195

3,175,621

146,047

152,950

470,574

27,707

60,028

292,683

△4,654

5,259,357

4,771,307

1,315,418

72,238

2,648,188

735,461

20,355

8,534

11,821

467,695

217,702

65,524

12,956

231,314

△59,803

流 動 負 債 7,265,776

支払手形・工事未払金等 2,700,019

短 期 借 入 金 1,513,644

リ ー ス 債 務 51,511

未 払 法 人 税 等 185,326

未 成 工 事 受 入 金 1,771,351

賞 与 引 当 金 82,809

役 員 賞 与 引 当 金 40,000

完 成 工 事 補 償 引 当 金 6,601

工 事 損 失 引 当 金 574

そ の 他 913,936

固 定 負 債 2,188,710

長 期 借 入 金 634,651

リ ー ス 債 務 681,187

繰 延 税 金 負 債 240,421

土地再評価に係る繰延税金負債 357,813

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 92,750

退 職 給 付 に 係 る 負 債 7,068

資 産 除 去 債 務 73,591

負 の の れ ん 34,267

そ の 他 66,958

負 債 合 計 9,454,486

純 資 産 の 部

株 主 資 本 3,036,197

資 本 金 635,342

資 本 剰 余 金 23,289

利 益 剰 余 金 2,395,776

自 己 株 式 △18,210

その他の包括利益累計額 712,380

その他有価証券評価差額金 50,342

土 地 再 評 価 差 額 金 662,038

少数株主持分 598,448

純 資 産 合 計 4,347,026

資 産 合 計 13,801,513 負 債 ・ 純 資 産 合 計 13,801,513
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連 結 損 益 計 算 書

(自平成26年４月１日 至平成27年３月31日)

千円

売 上 高

完 成 工 事 高 12,726,089

兼 業 事 業 売 上 高 1,670,603 14,396,692

売 上 原 価

完 成 工 事 原 価 11,277,922

兼 業 事 業 売 上 原 価 942,651 12,220,574

売 上 総 利 益

完 成 工 事 総 利 益 1,448,166

兼 業 事 業 総 利 益 727,951 2,176,117

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,301,044

営 業 利 益 875,073

営 業 外 収 益

受 取 利 息 配 当 金 6,316

負 の の れ ん 償 却 額 3,906

受 取 保 険 金 11,086

受 取 手 数 料 4,994

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 6,429

そ の 他 3,780 36,515

営 業 外 費 用

支 払 利 息 37,409

支 払 手 数 料 7,000

そ の 他 3,335 47,745

経 常 利 益 863,843

特 別 利 益

補 助 金 収 入 10,437 10,437

特 別 損 失

減 損 損 失 16,903

投 資 有 価 証 券 評 価 損 30 16,933

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 857,347

法人税、住民税及び事業税 332,697

法 人 税 等 調 整 額 △5,128 327,568

少数株主損益調整前当期純利益 529,778

少 数 株 主 利 益 62,423

当 期 純 利 益 467,355
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連結株主資本等変動計算書

(自平成26年４月１日 至平成27年３月31日)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

平成26年４月１日残高
千円

635,342
千円

23,289
千円

1,974,762
千円

△17,885
千円

2,615,509

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △52,197 △52,197

当 期 純 利 益 467,355 467,355

自己株式の取得 △325 △325

土地再評価差額金の取崩 5,855 5,855

株主資本以外の項
目の連結会計年度
中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － 421,013 △325 420,688

平成27年３月31日残高 635,342 23,289 2,395,776 △18,210 3,036,197

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券
評価差 額 金

土地再評価差額金
その他の包括
利益累計額合計

平成26年４月１日残高
千円

25,097
千円

630,839
千円

655,937
千円

549,841
千円

3,821,288

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △52,197

当 期 純 利 益 467,355

自己株式の取得 △325

土地再評価差額金の取崩 5,855

株主資本以外の項
目の連結会計年度
中の変動額(純額)

25,244 31,198 56,442 48,606 105,049

連結会計年度中の変動額合計 25,244 31,198 56,442 48,606 525,738

平成27年３月31日残高 50,342 662,038 712,380 598,448 4,347,026
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〔連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項〕

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数及び連結子会社の名称

連結子会社の数 ５社

連結子会社の名称 日立アスコン㈱、㈱渋谷中央ビル、㈱スイシン、㈱建久、㈱ナガクラ

(2) 非連結子会社の数及び非連結子会社の名称

非連結子会社の数 ２社

非連結子会社の名称 ㈲テクノエース、渋谷セントラル商事㈱

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていな

いため、連結の範囲から除外している。

2. 持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない非連結子会社の数及び名称

持分法を適用していない非連結子会社の数 ２社

持分法を適用していない非連結子会社の名称 ㈲テクノエース、渋谷セントラル商事㈱

上記の持分法を適用していない非連結子会社は、それぞれ連結純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外している。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社５社の決算日は、12月31日であり、連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の

計算書類を使用している。ただし、１月１日から連結決算日３月31日までの期間に発生した重要な

取引については、連結上必要な調整を行っている。

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの……決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定している）

時価のないもの……移動平均法による原価法

②たな卸資産

販 売 用 不 動 産

未成工事支出金

不動産事業支出金
}個別法による原価法

貯 蔵 品 最終仕入原価法

なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定している。
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

(リース資産を除く)

定率法

なお、主な耐用年数は、次のとおりである。

建物・構築物 15年～50年

機械・運搬具・工具器具備品 ６年～10年

②リ ー ス 資 産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

③長期前払費用 定額法

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸 倒 引 当 金 売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上している。

②賞 与 引 当 金 従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上している。

③役員賞与引当金 役員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上している。

④完成工事補償引当金 完成工事に係るかし担保等の費用に備えるため、当連結会計年度の完成工事

高に対する将来の見積補償額に基づいて計上している。

⑤工事損失引当金 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における未引渡

工事の損失見込額を計上している。

⑥役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく連結会

計年度末要支給額を計上している。

(4) 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

完成工事高の計上は、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

については、工事進行基準（工事の進捗度の見積りは原価比例法）を、その他の工事については

工事完成基準を適用している。

(5) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①退職給付に係る負債の計上基準

連結子会社のうち１社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付

債務（退職給付に係る期末自己都合要支給額）の見込額に基づき計上している。

なお、当社及び連結子会社のうち３社は、確定拠出型年金制度を採用しており、また、連結子会

社のうち１社は退職金制度がないため、該当事項はない。

②負ののれんの償却方法及び償却期間

負ののれんの償却については、20年間の均等償却を行っている。

③消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式によっている。

(6) 表示方法の変更に関する注記

退職給付関係

「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日）

の改正に伴い、複数事業主制度に基づく退職給付に関する注記の表示方法を変更している。
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〔連結貸借対照表に関する注記〕

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

建 物 ・ 構 築 物 611,460千円

土 地 1,642,206千円

投 資 有 価 証 券 152,028千円

計 2,405,694千円

(2) 担保に係る債務

短 期 借 入 金 447,280千円

長 期 借 入 金 576,849千円

計 1,024,129千円

2. 定額預金のうち、20,000千円は営業保証金の代用として得意先に差入れている。

3. 有形固定資産の減価償却累計額 2,708,623千円

4.「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日改正）に基づき事業用の土地の再評価を行い、当該

評価差額のうち法人税その他の利益に関連する金額を課税標準とする税金に相当する金額である繰

延税金負債を負債の部に計上し、当該繰延税金負債を控除した金額を土地再評価差額金として純資

産の部に計上している。

(1)「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」第３条

第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める

地価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の

価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行価

格補正等合理的な調整を行って算出している。

　(2) 再評価を行った年月日 平成12年３月31日

　(3) 再評価を行った土地の当連結会計年度末における △699,778千円

時価と再評価後の帳簿価格との差額

(同法第10条に規定する差額)

5. 受取手形裏書譲渡高 16,482千円

6. 期末日満期手形の処理について、手形交換日をもって決済処理をしている。
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7. 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

当社グループは、資金調達の機動性を高めるため、金融機関２行との間に当座貸越契約を、金融機

関４行との間に融資枠（コミットメントライン）をそれぞれ設定している。なお、これらの契約に

基づく当連結会計年度末の借入の実行状況はそれぞれ以下のとおりである。

当 座 貸 越 極 度 額 1,140,000千円

借 入 実 行 残 高 －千円

差引借入未実行残高 1,140,000千円

貸出コミットメントの総額 1,000,000千円

借 入 実 行 残 高 1,000,000千円

差引借入未実行残高 －千円

〔連結株主資本等変動計算書に関する注記〕

1. 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

　普通株式 10,596,509株

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当金額(円)

基準日 効力発生日

平成26年６月27日
定時株主総会

普通株式 52,197 5.00 平成26年３月31日 平成26年６月30日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

平成27年６月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり

提案する予定である。

① 配当金の総額 73,063千円

② １株当たり配当額 7.00円

③ 基準日 平成27年３月31日

④ 効力発生日 平成27年６月29日

なお、配当原資については利益剰余金とすることを予定している。

〔金融商品に関する注記〕

1. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については、短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入によ

り資金を調達している。

営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されている。当該リスク

に関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとと

もに、主な取引先の信用状況を必要に応じて把握し、リスク低減を図っている。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されているが、主に業務上の関係を有する

企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されている。

― 19 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2015年05月27日 19時32分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



長期貸付金については、貸付先の状況を定期的に把握し、貸付相手ごとに期日及び残高を管理し、

財務状況の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っている。

営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが１年以内の支払期日である。

借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に営業取引に係る資金調達及び設備投

資資金の調達を目的としている。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成27年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差異に

ついては、次のとおりである。

(単位：千円)

連結貸借対照表
計上額

時 価 差 額

(1) 現金預金 4,221,195 4,221,195 －

(2) 受取手形・完成工事未収入金等 3,175,621

貸倒引当金(※1) △4,654

3,170,966 3,170,966 －

(3) 投資有価証券 189,479 189,479 －

(4) 長期貸付金 65,524

貸倒引当金(※2) △59,803

5,721 5,721 －

資産計 7,587,363 7,587,363 －

(1) 支払手形・工事未払金等 2,700,019 2,700,019 －

(2) 短期借入金 1,400,000 1,400,000 －

(3) 未払法人税等 185,326 185,326 －

(4) 長期借入金(※3) 748,295 773,319 25,024

(5) リース債務(※4) 732,699 771,977 39,278

負債計 5,766,340 5,830,643 64,302

(※1) 受取手形・完成工事未収入金等に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除して
いる。

(※2) 長期貸付金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除している。
(※3) 長期借入金には、連結貸借対照表上、短期借入金に含めて表示している１年以内に返済予

定の長期借入金が含まれている。
(※4) 連結貸借対照表上、流動負債に計上されているリース債務と固定負債に計上されているリ

ース債務を合算した金額である。
(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産
(1) 現金預金

預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっている。

(2) 受取手形・完成工事未収入金等
短期間で決済されるものの時価は、帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっている。
一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権については、担保及び保証による回収
見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における貸
借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をも
って時価としている。

― 20 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2015年05月27日 19時32分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



(3) 投資有価証券
時価については、株式は取引所の価格によっており、証券投資信託受益証券は取引
所の価格または取引金融機関から提示された価格によっている。

(4) 長期貸付金
長期貸付金については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を貸倒引当金
として計上しているため、連結貸借対照表計上額から当該貸倒引当金を控除した金
額をもって時価としている。

負債
(1) 支払手形・工事未払金等、(2) 短期借入金及び(3) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳
簿価額によっている。

(4) 長期借入金、並びに(5)リース債務
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入または、リース取
引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定している。

(注) 2. 非上場株式（連結貸借対照表計上額28,223千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められ
るため、「(3) 投資有価証券」に含めていない。

〔賃貸等不動産に関する注記〕

当社及び一部の連結子会社では、東京都、茨城県その他の地域において、賃貸用のオフィスビル

（土地を含む。）、アパート（土地を含む。）及び駐車場を保有している。平成27年３月期における当

該賃貸等不動産に関する賃貸損益は37,077千円（賃貸収益は兼業事業売上高に、主な賃貸費用は兼

業事業売上原価、販売費及び一般管理費に計上）である。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおり

である。

連結貸借対照表計上額（千円) 当連結会計年度末の
時価（千円）当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

1,643,415 △38,424 1,604,991 1,770,030

(注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。
2. 当連結会計年度増減額のうち、主な内容は、減損損失の計上による減少16,903千円であ

る。
3. 当連結会計年度末の時価は、主として不動産鑑定士による鑑定評価額または路線価によ

る相続税評価額に基づいて算定した金額である。
4. 「土地の再評価に関する法律」第10条に規定する差額△699,778千円のうち、上記の賃貸

等不動産によるものは、△193,178千円である。

〔１株当たり情報に関する注記〕

1. １株当たり純資産額 359円14銭

2. １株当たり当期純利益 44円77銭
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〔退職給付に関する注記〕

1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社のうち１社は、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度（一定の条件を満

たす場合には、「退職金前払い制度」の選択も可能）及び中小企業退職金共済制度を採用している。

連結子会社のうち２社は、確定拠出型の制度として、中小企業退職金共済制度を採用している。

また、当社は、総合型の茨城県建設業厚生年金基金に加入しているが、当該厚生年金基金制度は、

自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、確定拠出制度と同様

に会計処理している。

連結子会社のうち１社は、確定給付型の制度として、退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制

度を採用しており、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算している。なお、当

社は、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合がある。

　

2. 確定給付制度

(1) 簡便法を採用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

退職給付に係る負債の期首残高 8,097千円

退職給付費用 △85

退職給付の支払額 △944

退職給付に係る負債の期末残高 7,068千円

(2) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 △85千円

3. 確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は以下のとおりである。

確定拠出年金制度に対する掛金拠出額 26,127千円

中小企業退職金共済制度に対する掛金拠出額 39,040

計 65,167千円

4. 複数事業主制度

確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、11,582

千円である。

(1) 複数事業主制度の直近の積立状況（平成26年３月31日現在）

　年金資産の額 18,580,972千円

　年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額(注) 28,383,040

　差引額 △9,802,067千円
　

（注）前連結会計年度においては、「年金債務の額（責任準備金＋未償却過去勤務債務残高）」と

　掲記していた項目である。

(2) 制度全体に占める当社グループの加入人数割合（平成26年３月31日現在）

3.9％
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(3) 補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高1,833,287千円及び繰越不足

金7,968,780千円である。

本制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却である。

なお、当社が加入している茨城県建設業厚生年金基金は、厚生労働省により平成25年６月に公表

された「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法

律」に基づく特例解散を行う方針を決議しているが、将来の解散成立により当社に負担が発生す

るかどうかは平成27年３月31日現在において不明である。

5. その他

従業員に対する割増退職金（販売費及び一般管理費） 10,482千円

〔減損損失に関する注記〕

当社グループは、当連結会計年度において、以下の資産について減損損失を計上している。

用 途 種 類 場 所 件 数
賃貸用資産 土 地 茨城県 １件
遊休資産 土 地 茨城県 ３件

　
当社グループは、事業用資産については、管理会計上の事業単位毎に、また、賃貸用資産及び遊休

資産については、それぞれ個別の物件毎にグルーピングを行っている。当連結会計年度において

は、貸借用資産及び遊休資産に係る時価の著しい下落または収益性の低下により、上記資産の帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(16,903千円)として特別損失に計上してい

る。その内訳は、貸借用資産(土地)7,202千円、遊休資産(土地)9,701千円である。なお、当該資産

の回収可能価額は、正味売却価額または使用価値により測定している。正味売却価額は、主として

路線価による相続税評価額に基づいて算定している。また、使用価値は将来キャッシュ・フローを

2.56％で割り引いて算定している。

※記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示している。

〔税効果会計に関する注記〕

法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）が平成27年３月31日に公布され、平

成27年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなった。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.4％から

平成27年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については32.8％に、平成

28年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.1％とな

る。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は358千円

減少し、法人税等調整額が2,607千円、その他有価証券評価差額金が2,249千円、それぞれ増加して

いる。また、再評価に係る繰延税金負債は37,053千円減少し、土地再評価差額金が同額増加してい

る。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成27年５月18日

鈴 縫 工 業 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 北 方 宏 樹 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 酒 井 博 康 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、鈴縫工業株式会社の平成26年４月１日か
ら平成27年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他
の注記について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表
明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り
の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、鈴縫工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期
間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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連結計算書類に係る監査役会の監査報告書 謄本

連結計算書類に係る監査報告書

　当監査役会は、平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第68期事業年度に係る連結計算書

類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の作成のための

基本となる重要な事項及びその他の注記）に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審

議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につい

て報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必

要に応じて説明を求めました。

　 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従

い、連結計算書類について取締役及び使用人等から報告を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検

証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めました。なお、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日

企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る連結計算書類について検討いたしました。

2. 監査の結果

　 会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　 平成27年５月21日

鈴縫工業株式会社 監査役会

常勤監査役 古 川 和 夫 ㊞

社外監査役 大曽根 克 彦 ㊞

社外監査役 大 川 清 ㊞
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貸 借 対 照 表

(平成27年３月31日現在)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

千円 千円

流 動 資 産

現 金 預 金

受 取 手 形

完 成 工 事 未 収 入 金 等

販 売 用 不 動 産

未 成 工 事 支 出 金

不 動 産 事 業 支 出 金

貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 ・ 構 築 物

機 械 ・ 運 搬 具

工 具 器 具 ・ 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

破産債権・更生債権等

長 期 前 払 費 用

差 入 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

7,157,184

3,302,659

21,483

2,779,050

164,161

80,191

470,574

13,378

54,534

217,443

54,116

△409

3,877,062

3,294,706

897,027

2,022

9,345

1,667,566

718,744

6,817

6,817

575,538

211,006

221,766

600,161

385

6,554

70,664

5,070

△540,072

流 動 負 債 6,448,378

支 払 手 形 769,000

工 事 未 払 金 1,377,378

短 期 借 入 金 1,453,828

リ ー ス 債 務 45,277

未 払 金 22,768

未 払 費 用 63,148

未 払 法 人 税 等 139,432

未 払 消 費 税 等 96,280

未 成 工 事 受 入 金 1,717,425

預 り 金 655,049

賞 与 引 当 金 76,541

役 員 賞 与 引 当 金 20,000

完 成 工 事 補 償 引 当 金 6,601

工 事 損 失 引 当 金 574

そ の 他 5,074

固 定 負 債 1,502,278

長 期 借 入 金 312,900

リ ー ス 債 務 669,869

繰 延 税 金 負 債 37,444

土地再評価に係る繰延税金負債 357,813

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 8,000

債 務 保 証 損 失 引 当 金 42,322

資 産 除 去 債 務 62,870

そ の 他 11,058

負 債 合 計 7,950,657

純 資 産 の 部

株 主 資 本 2,371,209

資 本 金 635,342

利 益 剰 余 金 1,754,077

利 益 準 備 金 42,000

そ の 他 利 益 剰 余 金 1,712,077

別 途 積 立 金 1,180,000

繰 越 利 益 剰 余 金 532,077

自 己 株 式 △18,210

評価･換算差額等 712,380

その他有価証券評価差額金 50,342

土 地 再 評 価 差 額 金 662,038

純 資 産 合 計 3,083,589

資 産 合 計 11,034,247 負 債 ・ 純 資 産 合 計 11,034,247
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損 益 計 算 書

(自平成26年４月１日 至平成27年３月31日)

千円

売 上 高

完 成 工 事 高 11,650,568

不 動 産 事 業 等 売 上 高 511,555 12,162,123

売 上 原 価

完 成 工 事 原 価 10,358,030

不 動 産 事 業 等 売 上 原 価 287,701 10,645,731

売 上 総 利 益

完 成 工 事 総 利 益 1,292,538

不 動 産 事 業 等 総 利 益 223,853 1,516,392

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 840,339

営 業 利 益 676,052

営 業 外 収 益

受 取 利 息 配 当 金 28,967

受 取 保 険 金 10,625

受 取 手 数 料 8,217

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 3,488

そ の 他 4,429 55,728

営 業 外 費 用

支 払 利 息 30,376

債務保証損失引当繰入額 20,456

支 払 手 数 料 7,000

そ の 他 58 57,892

経 常 利 益 673,888

特 別 損 失

減 損 損 失 16,903

投 資 有 価 証 券 評 価 損 30 16,933

税 引 前 当 期 純 利 益 656,955

法人税、住民税及び事業税 250,054

法 人 税 等 調 整 額 △8,900 241,153

当 期 純 利 益 415,801
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株主資本等変動計算書

(自平成26年４月１日 至平成27年３月31日)

株 主 資 本

資本金

利益剰余金

自己株式
株主資本
合 計利 益

準備金

その他利益剰余金
利 益 剰
余金合計別 途

積立金
繰越利益
剰 余 金

平成26年４月１日残高
千円

635,342
千円

35,000
千円

930,000
千円

419,618
千円

1,384,618
千円

△17,885
千円

2,002,074

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △52,197 △52,197 △52,197

利益準備金の積立 7,000 △7,000 －

別途積立金の積立 250,000 △250,000 － －

当 期 純 利 益 415,801 415,801 415,801

自己株式の取得 △325 △325

土地再評価差額金の取崩 5,855 5,855 5,855

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － 7,000 250,000 112,459 369,459 △325 369,134

平成27年３月31日残高 635,342 42,000 1,180,000 532,077 1,754,077 △18,210 2,371,209

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

土地再評価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

平成26年４月１日残高
千円

25,077
千円

630,839
千円

655,917
千円

2,657,992

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △52,197

利益準備金の積立 －

別途積立金の積立 －

当 期 純 利 益 415,801

自己株式の取得 △325

土地再評価差額金の取崩 5,855

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額 (純額 )

25,264 31,198 56,462 56,462

事業年度中の変動額合計 25,264 31,198 56,462 425,597

平成27年３月31日残高 50,342 662,038 712,380 3,083,589
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〔重要な会計方針〕

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

　時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定している)

　時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

販 売 用 不 動 産

}個別法による原価法未成工事支出金

不動産事業支出金

貯 蔵 品 最終仕入原価法

なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定している。

2. 固定資産の減価償却の方法

　(1) 有 形 固 定 資 産

(リース資産除く)

定率法

なお、主な耐用年数は次のとおりである。

　建物 15年～50年

　(2) 無 形 固 定 資 産

(リース資産除く)

定額法

なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づいている。

　(3) リ ー ス 資 産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

　(4) 長 期 前 払 費 用 定額法

3. 引当金の計上基準

　(1) 貸 倒 引 当 金 売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上している。

　(2) 賞 与 引 当 金 従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上している。

　(3) 役員賞与引当金 役員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上している。

　(4) 完成工事補償引当金 完成工事に係るかし担保等の費用に備えるため、当事業年度の完成工事高に

対する将来の見積補償額に基づいて計上している。

　(5) 工事損失引当金 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における未引渡工事

の損失見込額を計上している。

　(6) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要

支給額を計上している。

　(7) 債務保証損失引当金 関係会社への債務保証に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘

案し、損失負担見込額を計上している。
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4. 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

完成工事高の計上は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事につい

ては、工事進行基準（工事の進捗度の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成

基準を適用している。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式によっている。

6. 表示方法の変更に関する注記

退職給付関係

「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日）

の改正に伴い、複数事業主制度に基づく退職給付に関する注記の表示方法を変更している。

〔貸借対照表に関する注記〕

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

建 物 ・ 構 造 物 306,076千円

土 地 1,566,243千円

投 資 有 価 証 券 152,028千円

計 2,024,347千円

(2) 担保に係る債務

短 期 借 入 金 420,508千円

長 期 借 入 金 312,900千円

計 733,408千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 1,321,673千円

3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 2,968千円

長期金銭債権 536,587千円

短期金銭債務 259,819千円

4.「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日改正）に基づき事業用の土地の再評価を行い、当該

評価差額のうち法人税その他の利益に関連する金額を課税標準とする税金に相当する金額である繰

延税金負債を負債の部に計上し、当該繰延税金負債を控除した金額を土地再評価差額金として純資

産の部に計上している。

(1)「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」第３条

第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める

地価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の

価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行価

格補正等合理的な調整を行って算出している。
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　(2) 再評価を行った年月日 平成12年３月31日

(3) 再評価を行った土地の当事業年度末における

　 時価と再評価後の帳簿価額との差額 △699,778千円

(同法第10条に規定する差額)

5. 期末日満期手形の処理について、手形交換日をもって決済処理をしている。

6. 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

当社は、資金調達の機動性を高めるため、金融機関２行との間に当座貸越契約を、金融機関４行と

の間に融資枠（コミットメントライン）をそれぞれ設定している。なお、これらの契約に基づく当

事業年度末の借入の実行状況はそれぞれ以下のとおりである。

当 座 貸 越 極 度 額 1,090,000千円

借 入 実 行 残 高 －千円

差引借入未 実 行 残 高 1,090,000千円

貸出コミットメントの総額 1,000,000千円

借 入 実 行 残 高 1,000,000千円

差引借入未 実 行 残 高 －千円

〔損益計算書に関する注記〕

1. 工事進行基準による完成工事高 11,307,791千円

　 工事進行基準による完成工事原価 9,736,193千円

2. 関係会社との取引高

完 成 工 事 高 7,127千円

　 仕 入 高 1,660,506千円

　 販売費及び一般管理費 7,165千円

　 営業取引以外の取引高 30,489千円

3. 減損損失

当社は、当事業年度において、以下の資産について減損損失を計上している。

用 途 種 類 場 所 件 数
賃貸用資産 土 地 茨城県 　１件
遊休資産 土 地 茨城県 　３件

　
当社は、事業用資産については、管理会計上の事業単位毎に、また、賃貸用資産及び遊休資産につ

いては、それぞれ個別の物件毎にグルーピングを行っている。当事業年度においては、賃貸用資産

及び遊休資産に係る時価の著しい下落または収益性の低下により、上記資産の帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失(16,903千円)として特別損失に計上している。その内訳

は、貸借用資産(土地)7,202千円、遊休資産(土地)9,701千円である。なお、当該資産の回収可能価

額は、正味売却価額または使用価値により測定している。正味売却価額は、主として路線価による

相続税評価額に基づいて算定している。また、使用価値は将来キャッシュ・フローを2.56％で割り

引いて算定している。
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〔株主資本等変動計算書に関する注記〕

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

　 普通株式 158,841株

　

〔１株当たり情報に関する注記〕

1. １株当たり純資産額 259円43銭

2. １株当たり当期純利益 39円83銭

　

〔退職給付に関する注記〕

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度（一定の条件を満たす場合には、「退職金前

払い制度」の選択も可能）及び中小企業退職金共済制度を採用している。また、当社は、総合型の

茨城県建設業厚生年金基金に加入しているが、当該厚生年金基金制度は、自社の拠出に対応する年

金資産の額を合理的に計算することができないため、確定拠出制度と同様に会計処理している。な

お、当社は、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合がある。

　

2. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は以下のとおりである。

確定拠出年金制度に対する掛金拠出額(注) 25,582千円

中小企業退職金共済制度に対する掛金拠出額(注) 34,684

計 60,266千円

(注)出向先負担額を除く。
　

3. 複数事業主制度

確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、10,799

千円（出向先負担額を除く）である。

　

(1) 複数事業主制度の直近の積立状況（平成26年３月31日現在）

　年金資産の額 18,580,972千円

　年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額(注) 28,383,040

　差引額 △9,802,067千円
　

（注）前事業年度においては、「年金債務の額（責任準備金＋未償却過去勤務債務残高）」と

　掲記していた項目である。
　

(2) 制度全体に占める当社の加入人数割合（平成26年３月31日現在）

3.8％
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(3) 補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高1,833,287千円及び繰越不足

金7,968,780千円である。

本制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却である。

なお、当社が加入している茨城県建設業厚生年金基金は、厚生労働省により平成25年６月に公表

された「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法

律」に基づく特例解散を行う方針を決議しているが、将来の解散成立により当社に負担が発生す

るかどうかは平成27年３月31日現在において不明である。

4. その他

従業員に対する割増退職金（販売費及び一般管理費） 10,482千円

　
〔税効果会計に関する注記〕

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

　貸倒引当金 173,180千円

　賞与引当金 25,128

　未払事業税 16,915

　たな卸資産評価損 45,989

　投資有価証券評価損 1,380

　減価償却費 29,953

　減損損失 75,018

　工事損失引当金 188

　役員退職慰労引当金 2,564

　債務保証損失引当金 13,568

　資産除去債務 20,156

　その他 19,007

繰延税金資産小計 423,052

評価性引当額 △368,517

繰延税金資産合計 54,534

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △21,723

　資産除去債務に対応する除去費用 △15,721

繰延税金負債合計 △37,444

繰延税金資産の純額 17,090千円

　
2. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第９号)が平成27年３月31日に公布され、平成

27年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなった。これに

伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.4％から平成27

年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.8％に、平成28年４月１

日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.1％となる。この税率変更

により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は358千円減少し、法人税等調

整額が2,607千円、その他有価証券評価差額金が2,249千円、それぞれ増加している。また、再評価

に係る繰延税金負債は37,053千円減少し、土地再評価差額金が同額増加している。
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〔関連当事者との取引に関する注記〕

1. 子会社及び関連会社等

(単位：千円)

種 類
会社等の
名 称

議決権等の
所有(被所
有)割 合

関連当事者
と の 関 係

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社 ㈱スイシン 所有
直接

97.9％

役員の兼任 運転資金等
の貸付
(注1)

－ 長期貸付金
(注3)

534,637

資金の援助 貸付金の利
息の受取
(注2)

5,346 － －

債務保証 債務保証
(注4)

233,124 － －

子会社 ㈱ナガクラ 所有
直接

25.0％

役員の兼任 材料の購入
(注5)

1,237,565 工事未払金 180,385

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) ㈱スイシンに対する貸付は介護事業の運転資金である。なお、同社の財政状態等を勘案し、

現状、返済期限の定めはない。
(注2) 貸付金に対する利息は、市場金利を勘案して決定している。
(注3) ㈱スイシンに対する長期貸付金に対し、貸倒引当金534,637千円を計上している。
(注4) ㈱スイシンに対する債務保証は、金融機関からの借入金に対し行っているものであり、保証

料は受領していない。当該債務保証については、当事業年度において20,456千円の債務保証
損失引当金繰入額を計上しており、42,322千円の債務保証損失引当金が計上されている。

(注5) 材料の購入については、㈱ナガクラ以外からも複数の見積りを入手し、市場の実勢価格を勘
案して発注先及び価格を決定している。

※記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示している。
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成27年５月18日

鈴 縫 工 業 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 北 方 宏 樹 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 酒 井 博 康 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、鈴縫工業株式会社の平成26年４月
１日から平成27年３月31日までの第68期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書について監査
を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその
附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第68期事業年度の取締役の職務の

執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下

のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につい

て報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必

要に応じて説明を求めました。

　 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従

い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整

備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の

執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び

主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法

令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために

必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役

会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視及び

検証いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換

を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度

に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

　 さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検

証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日

企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以

上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計

算書、重要な会計方針及びその他の注記）及びその附属明細書について検討いたしました。

2. 監査の結果

　(1) 事業報告等の監査結果

　 ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの

と認めます。

　 ②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認め

られません。

　 ③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統

制システムに関する取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

　(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　 会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　 平成27年５月21日

鈴縫工業株式会社 監査役会

常勤監査役 古 川 和 夫 ㊞
社外監査役 大曽根 克 彦 ㊞
社外監査役 大 川 清 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

　当社は、企業価値の向上を究極目標としつつ、当該年度の収益状況に応じ

た利益配分と内部留保の充実による財務体質の強化の両面から、総合的に株

主利益の向上を図ることを基本方針としております。

　この方針に基づき検討いたしました結果、当期の期末配当につきましては、

当期の業績及び財務体質の状況を勘案し、前期配当に２円を増配し１株あた

り７円とさせていただきたく存じます。

1. 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金７円 総額73,063,676円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年６月29日

2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 350,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 350,000,000円

第２号議案　取締役５名選任の件

　取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役５名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。
　

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

１
鈴　木　一　良
すず き かつ よし

(昭和21年６月６日生)

昭和56年７月 当社取締役経理部長

577,020株

昭和59年11月 当社常務取締役

昭和62年８月 当社専務取締役

平成３年７月 当社代表取締役副社長

平成10年６月 当社代表取締役社長（現職）

平成18年４月 株式会社スイシン代表取締役社長（現

職)
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

２
鈴　木　正　三
すず き まさ み

(昭和25年11月29日生)

平成７年６月 当社取締役建設部長

506,035株

平成９年７月 当社常務取締役建設本部長

平成14年10月 当社常務取締役水戸支店長

平成19年４月 当社常務取締役営業本部長

平成21年７月 当社代表取締役専務取締役営業本部長

平成23年２月 株式会社ナガクラ代表取締役社長（現

職)

平成27年４月 当社代表取締役専務取締役（現職）

３
薄　井　利　晴
うす い とし はる

(昭和25年４月12日生)

平成２年４月 当社経理課長

80,000株

平成７年４月 当社経理部長

平成11年６月 当社取締役経理部長

平成21年４月 当社取締役管理副本部長兼経理部長

平成23年４月 当社取締役管理本部長（現職）

４
佐　藤　眞　一
さ とう しん いち

(昭和28年12月７日生)

平成22年４月 当社建築部長

15,000株

平成23年４月 当社執行役員建築部長

平成24年４月 当社執行役員建設本部長兼建築部長

平成25年６月 当社取締役建設本部長兼建築部長（現

職）

５
横　須　賀　雄
よこ す か ゆう

(昭和27年10月10日生)

平成２年５月 日立アスコン株式会社副工場長兼工事

部長

0株

平成11年10月 株式会社建久代表取締役社長（現職）

平成18年２月 日立アスコン株式会社代表取締役専務

取締役
平成25年６月 当社取締役（現職）

平成26年２月 日立アスコン株式会社専務取締役（現

職）

(注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　 2. 当社は、社外取締役の選任に関し、当社が求める適格性（企業経営への理解、建設業界に

関する知見、独立性）を有する適任者が見つからず現時点では選定及び選任に至っており
ません。現状において当社が求める適格性を欠く社外取締役を選任することは、経営判断
の迅速性が損なわれ、当社経営に悪影響を与える可能性があり、相当でないと判断してお
ります。なお、改正会社法により、新たな機関設計として監査等委員会設置会社が創設さ
れたのに伴い、来年度から、現行の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行す
ることにより、社外取締役を確保する予定であります。

第３号議案　役員賞与支給の件

　当事業年度の業績等を総合的に勘案し、当事業年度末日時点の取締役６名

および監査役３名に対し、役員賞与総額2,000万円（取締役1,800万円、監査

役200万円）を支給することといたしたいと存じます。

　なお、各取締役および各監査役に対する具体的な金額、時期、方法等は取

締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にご一任願いた

いと存じます。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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水戸

東京

日立電線

常磐高速自動車道路

日立郵便局

日立市民会館

日立市役所

平

福島

日立中央Ｉ.Ｃ.

日立シビック
センター日立製作所

日立事業所

ＧＳ

ＧＳ

東邦銀行

常陽銀行

けやき通り

市民会館通り

東京電力銀
座
通
り

天
地
閣

平
和
通
り

「裁判所前」

大洗 国道245号

上野

「幸町ガード下」

イトーヨーカ堂

みずほ銀行

ＪＲ東日本

ＪＲ日立駅
常磐線 仙台

中央口

海岸口

「国道245号入口」 国道６号線

株主総会会場ご案内図

会 場 ホテル天地閣 ２階「はまゆう」の間

茨城県日立市旭町二丁目６番13号

TEL 0294－22－0188（代表）

交通機関 JR常磐線日立駅海岸口より徒歩５分

上野駅より特急スーパーひたち約90分

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2015年05月27日 19時32分 $FOLDER; 40ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）


